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健康保険標準報酬月額及び保険料月額表
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● 納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額(端数を含む)を合算した金額となり、その合算額に円未満の端数がある場合は端数を切り捨てた額となります。

● 介護保険第２号被保険者に該当しない者の保険料額は、一般保険料額の合計額となります。介護保険第２号被保険者に該当する者の保険料額は、一般保険料と介護保険料の合算額となります。

● 賞与に係る保険料は賞与額から千円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率を乗じた額となります。ただし、標準賞与額の上限は、健康保険は年間573万円〈毎年4月１日から翌年3月31日までの累計額〉です。

● 被保険者負担分(厚生年金の保険料を含む)の端数処理（※事業主と被保険者の間で特約がある場合を除く）は以下のとおりです。

①事業主が、給与から控除する場合は、被保険者負担分の端数が５０銭以下の場合は切り捨て、５１銭以上の場合は切り上げます。

②被保険者が、事業主に現金で支払う場合は、被保険者負担分の端数が５０銭未満の場合は切り捨て、５０銭以上の場合は切り上げます。

③給与と賞与を同日に支払う場合のように、同日に複数の支払いを行う場合の端数処理は、合計額について行います。
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令和７年(2025年)３月分から

令和８年(2026年)２月分まで


